
【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源分） 280,900 千円

【歳出】社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

国庫
支出金

県支出金 町債 その他
地方消費税
交付金

その他

社会福祉総務費 167,841 16,787 45,720 0 23,965 23,412 57,957

障害者福祉費 409,658 188,135 94,387 7,100 28 34,528 85,480

老人福祉費 413,270 0 47,461 0 21,756 98,991 245,062

地域支援事業費 80,656 0 0 0 46,801 9,740 24,115

老人福祉センター費 13,698 0 0 0 0 3,941 9,757

災害応急費 62 0 0 0 0 18 44

児童福祉総務費 5,744 0 0 0 13 1,649 4,082

児童措置費 270,424 187,256 41,371 0 0 12,026 29,771

母子福祉費 2,120 0 0 0 0 610 1,510

保育所費 253,715 14,518 10,063 0 34,371 56,037 138,726

子育て支援費 9,172 270 272 0 12 2,480 6,138

子育てふれあいセンター費 23,288 5,109 5,109 0 2,025 3,178 7,867

災
害

救
助

災害救助費 19 0 0 0 0 5 14

保健衛生総務費 5,174 0 0 0 1 1,488 3,685

母子衛生費 21,228 1,236 117 0 69 5,698 14,108

成人病検診費 29,312 0 406 0 6,590 6,421 15,895

予防費 49,658 1,332 0 0 0 13,904 34,422

健康づくり推進事業費 5,826 0 393 0 260 1,488 3,685

高浜健康温泉センター費 33,413 0 0 0 15,042 5,286 13,085

1,794,278 414,643 245,299 7,100 150,933 280,900 695,403

区分 予算額

財源内訳
特定財源 一般財源

合計

※各事業の地方消費税交付金（社会保障財源化分）充当額は、各事業費の一般財源額で按分

引き上げ分に係る地方消費税収の使途の明確化について

　消費税率（国・地方）は、平成26年4月1日より5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられ、
消費税の増収分（社会保障財源化分）については、全て社会保障施策に要する経費に充てることとされています。
　令和２年度下諏訪町一般会計予算における充当状況については、以下のとおりです。

社
会
福
祉

児
童
福
祉

保
健
衛
生


